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の
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を
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ろ
う
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法
人
本
部
は
提
案
理
由
と
し

て
「
勤
務
条
件
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
大
阪
府
と
同
様
の

措
置
を
し
て
い
る
が
、
大
阪
府

に
お
い
て
、
国
の
制
度
や
民
間

で
の
導
入
状
況
を
踏
ま
え
、
見

直
し
が
行
わ
れ
る
た
め
、
病
院

機
構
に
お
い
て
も
必
要
な
見
直

し
を
行
う
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

病
院
労
組
で
は
昨
年
12
月
21

日
、
２
０
１
０
年
度
要
求
書
提

出
時
に
、「
大
阪
府
が
保
育
休

暇
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
等
廃

止
や
母
性
保
護
に
か
か
る
生
理

休
暇
、
妊
娠
障
害
休
暇
、
流
産
、

特
別
産
前
産
後
休
暇
を
病
気
休

暇
と
し
て
対
応
す
る
と
い
う
提

案
を
府
職
労
に
し
た
。
女
性
が

多
い
病
院
職
場
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
改
悪
が
実
施
さ
れ
る
と

退
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
職
員
が

多
く
な
り
、
ひ
ど
い
欠
員
状
況

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
、

改
悪
提
案
し
な
い
よ
う
法
人
本

部
に
申
し
入
れ
て
き
ま
し
た
。

　

１
月
の
府
労
組
連
闘
争
で

は
、
全
国
の
働
く
仲
間
の
共
同

し
た
取
り
組
み
で
、
妊
娠
障
害

休
暇
・
生
理
休
暇
（
３
日
→
２

日
）・
夏
期
休
暇
を
存
続
さ
せ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
回
の
提

案
で
は
病
院
労
組
の
強
い
要
請

で
病
院
職
場
に
お
い
て
保
育
特

別
休
暇
を
存
続
さ
せ
、
勤
務
時

間
短
縮
後
も
継
続
し
ま
す
。

　

流
産
や
特
別
産
前
産
後
（
産

前
産
後
期
間
を
超
え
て
必
要
な

休
養
）
を
病
気
休
暇
対
応
と

し
、
昇
給
な
ど
給
与
抑
制
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
は
、
時
代
に
逆

行
す
る
も
の
で
、
断
じ
て
許
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

法
人
本
部
は
２
月
16
日（
火
）、
特
別
休
暇
の
改
悪
と
助
産

師
手
当
の
新
設
、
夜
間
特
殊
勤
務
手
当
引
き
上
げ
な
ど
を
４

月
１
日
か
ら
実
施
し
た
い
と
府
立
病
院
労
組
に
対
し
て
提
案

し
て
き
ま
し
た
。
提
案
内
容
は
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
、
父

母
等
の
祭
日
の
廃
止
、
結
婚
休
暇
の
見
直
し
（
日
数
の
削

減
）
な
ど
や
、
特
別
産
前
産
後
休
暇
な
ど
特
別
休
暇
を
廃
止

し
病
休
対
応
な
ど
で
す
。
な
お
、
妊
娠
障
害
休
暇
・
生
理
休

暇（
３
日
扌
２
日
）・
夏
期
休
暇
に
つ
い
て
は
、
府
労
組
連
の

取
り
組
み
に
よ
っ
て
存
続
さ
せ
、
保
育
特
別
休
暇
に
つ
い
て

は
病
院
労
組
の
強
い
要
請
や
職
場
の
状
況
を
踏
ま
え
存
続

し
、
15
分
時
間
短
縮
後
も
継
続
し
ま
す
。

� 平成22年２月16日

特別休暇の見直しについて
１　提案理由
　職員の勤務条件については、原則として、大阪府と同様に措置してきた
ところ。
　特別休暇制度について、今般、府において、国制度や民間での導入状況
などを踏まえ、見直しが行われるため、府立病院機構においても必要な見
直しを行う。

２　改正内容
�（１）廃止するもの
　　�　�◦父母等の祭日　◦ボランティア　◦家族（乳幼児の予防接種、

学校行事参加）　◦リフレッシュ（勤続10、20、30年）
�（２）付与日数等の内容を見直すもの
　　�　◦生理による勤務困難：３日以内→２日以内
　　�　◦�結婚：連続７日以内（週休日等除く）→連続５日以内（週休日

等含む）
�（３）特別休暇としては廃止し、病気休暇として対応するもの
　　�　◦流産　◦特別産前産後（産前産後期間を超えて必要な休養）

３　実施時期
　　　平成22年４月１日

　

特
殊
勤
務
手
当
の
見
直
し
で

は
、
病
院
労
組
が
結
成
当
時
か

ら
要
求
し
て
き
た
助
産
師
手
当

（
月
３
、
０
０
０
円
）を
新
設
す

る
と
と
も
に
、
す
で
に
国
立
病

院
機
構
で
改
正
さ
れ
て
い
る
夜

間
特
殊
業
務
手
当
（
深
夜
の
看

護
等
の
業
務
）
の
引
き
上
げ
を

行
う
、
一
方
で
呼
吸
器
・
ア
レ

ル
ギ
ー
医
療
セ
ン
タ
ー
で
月
額

支
給
さ
れ
て
い
る
防
疫
等
作
業

手
当
を
日
額
化
す
る
提
案
を
行

い
ま
し
た
。

　

助
産
師
手
当
に
つ
い
て
は
、

昨
年
の
秋
季
年
末
闘
争
に
お
い

て
、
今
年
度
末
ま
で
に
法
人
本

部
が
一
定
の
方
向
性
を
示
す
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
医
師
派
遣
手
当
の
新

設
、
医
師
の
地
域
手
当
の
引
き

上
げ
、
レ
ジ
デ
ン
ト
医
師
の
報

酬
の
引
き
上
げ
（
３
５
、
０
０

０
円
ア
ッ
プ
）
の
提
案
も
併
せ

て
行
い
ま
し
た
。

　

２
月
24
日
に
行
わ
れ
た
団
体

交
渉
で
は
、「
病
院
労
組
の
要
請

で
保
育
特
別
休
暇
を
存
続
し
た

の
は
評
価
で
き
る
が
、
し
か
し

病
院
職
場
は
流
産
が
多
い
、
特

別
休
暇
で
な
く
な
る
と
身
体
や

心
が
休
ま
ら
な
い
、
女
性
の
多

い
職
場
、
特
別
産
前
産
後
な
ど

そ
の
他
の
休
暇
も
含
め
て
提
案

を
撤
回
せ
よ
」と
迫
り
ま
し
た
。

　

手
当
関
係
で
は
防
疫
等
作
業

手
当
の
日
額
化
に
つ
い
て
、「
実

態
は
変
わ
っ
て
い
な
い
、
そ
の

病
棟
に
い
け
ば
、
１
日
中
接
す

る
、
月
額
を
残
す
べ
き
」
と
追

及
し
ま
し
た
。

　

助
産
師
手
当
に
つ
い
て
給
与

面
で
の
措
置
を
要
求
す
る
と
と

も
に
、
母
子
セ
ン
タ
ー
の
Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｕ
の
病
棟
に
お
い
て
対
象
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し

て
、
助
産
業
務
に
従
事
し
て
い

る
実
態
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
、

法
人
当
局
に
確
認
を
求
め
ま
し

た
。
ま
た
国
立
病
院
機
構
で
措

置
さ
れ
て
い
る
オ
ン
コ
ー
ル
手

当
、
放
射
線
業
務
従
事
者
手
当

な
ど
に
つ
い
て
、
実
態
を
訴
え

支
給
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

　

10
春
闘
は
本
番
を
迎
え
、

２
・
19
地
域
総
行
動
が
取
り

組
ま
れ
ま
し
た
。

　

大
阪
府
下
の
各
駅
頭
で

は
、
早
朝
か
ら
出
勤
す
る
労

働
者
、
あ
る
い
は
夕
方
の
退

勤
す
る
労
働
者
に
、
派
遣
労

働
法
の
早
期
抜
本
改
正
を
求

め
、
最
低
賃
金
の
大
幅
ア
ッ

プ
や
貧
困
と
格
差
の
解
消
な

ど
を
訴
え
、
公
民
一
体
の
春

闘
に
す
る
た
め
、
地
域
か
ら

の
奮
闘
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
同
日
の
昼
間
に

は
、
地
域
の
他
労
組
や
商
工

会
議
所
、
自
治
体
な
ど
を
訪

問
し
、
最
低
賃
金
の
引
き
上

げ
や
働
く
ル
ー
ル
の
確
立
な

ど
の
署
名
・
申
入
れ
行
動
、

夜
に
は
、
集
会
と
デ
モ
、
学

習
決
起
集
会
な
ど
終
日
の
行

動
が
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
。

　

府
職
労
で
も
、
昼
か
ら
大

阪
府
青
少
年
活
動
財
団
労
組

な
ど
府
関
係
団
体
労
組
の
６

団
体
に
署
名
の
申
入
れ
と
各

職
場
の
状
況
な
ど
を
聞
き
懇

談
を
進
め
ま
し
た
。
ま
た
、

派
遣
法
改
正
に
向
け
て
、
府

下
の
民
主
党
国
会
議
員
へ
の

申
入
れ
も
行
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
活
動
の
規
模
は

ま
だ
ま
だ
少
な
く
、
組
合
の

一
部
役
員
に
と
ど
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
３
・
18

や
３
・
21
な
ど
の
行
動
や
集

会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
自
公

政
権
を
倒
し
、
民
主
党
中
心

の
政
権
に
な
っ
て
、ま
た
ま

た
、「
金
と
政
治
」「
基
地
」

の
問
題
や
「
後
期
高
齢
者
医

療
」「
労
働
者
派
遣
法
」
な

ど
の
改
正
が
進
ま
な
い
な
ど

不
安
定
な
鳩
山
政
権
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
動
か

す
の
は
、
国
民
の
声
で
あ

り
、
労
働
者
が
も
っ
と
大
き

く
声
を
上
げ
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
雇
用

が
進
ま
ず
景
気
に
対
す
る
不

安
や
暗
い
話
が
多
く
あ
る
中

で
、
地
域
の
労
働
者
や
職
場

の
仲
間
に
声
を
か
け
、
あ
ら

ゆ
る
活
動
を
成
功
さ
せ
、
10

春
闘
を
元
気
に
明
る
く
進
め

て
行
き
ま
し
ょ
う
。

　

北
大
阪
地
区
評
は
２
月
９

日
、
春
闘
学
習
交
流
集
会
を

18
名
の
参
加
で
開
催
し
ま
し

た
。

　

集
会
で
は
、
大
阪
自
治
労

連
小
山
副
委
員
長
か
ら『「
派

遣
村
」
を
生
ま
な
い
社
会
の

現
実
と
労
働
運
動
』
と
い
う

テ
ー
マ
で
多
喜
二
の
「
蟹
工

船
」
時
代
か
ら
現
在
の
派
遣

労
働
の
劣
悪
な
実
態
、
社
会

変
革
を
ふ
ま
え
た
今
後
の
労

働
組
合
運
動
の
展
望
な

ど
非
常
に
リ
ア
ル
で
わ

か
り
や
す
い
講
演
を
受

け
ま
し
た
。
そ
の
あ
と

成
人
病
Ｃ
や
環
境
Ｃ
、

府
税
か
ら
職
場
報
告
し

ま
し
た
。

　

交
流
会
で
は
、
厳
し

い
情
勢
で
あ
っ
て
も
明

る
く
打
開
し
て
い
こ
う

と
下
村
議
長
を
先
頭
に

頑
張
る
決
意
を
固
め
あ

い
ま
し
た
。

法人本部
妊
娠
障
害
休
暇
を

病
休
対
応
な
ど

特
別
休
暇
の
改
悪
提
案

病 

院 

労 

組

強い要請で
１日30分

特殊勤務手当
の見直し提案

長
年
の
要
求
で
あ
る
助
産
師
手
当

新
設
、
夜
間
特
殊
業
務
手
当
改
善

一
方
、防
疫
等
作
業
手
当
を
月
額
か
ら
日
額
へ

団
体
交
渉
で
追
及

母
性
保
護
の
観
点
か
ら

流
産
休
暇
・
特
産
休
の

存
続
を
せ
よ

２・19
地
域
総
行
動北

大
阪
地
区
評

春
闘
学
習
交
流
会
２月９日

� 平成22年２月16日

手当の改正等について（提案）
１　特殊勤務手当の改正
　（１）夜間特殊業務等手当
　　　　�　病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師である職員が、

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後10時か
ら翌日の午前５時までの間）において行われる看護等の業務に
従事したとき、その勤務１回の支給額を次のとおり改正する。

時　　間 現　行 改正後
深夜の全部 6,800円 7,600円
４Ｈ以上７Ｈ未満 3,300円 3,700円
２Ｈ以上４Ｈ未満 2,900円 3,200円
２Ｈ未満 2,000円 2,200円

　（２）防疫等作業手当
　　　　�　月額支給の規定を削除し、勤務一回、一日を単位とする日額

支給とする。

２　助産師手当の創設
　（１）支給要件　助産師資格を有し、助産業務に従事する者
　（２）支�給�額　月額3,000円

３　医師派遣手当の創設
　（１）支給要件　他の府立の病院に派遣された医師
　（２）支�給�額　１日10,000円

４　医師の地域手当
　　�　医師（医療職基本給表（一）、副院長等基本給表及び病院長基本給
表の適用を受ける職員）の地域手当の支給割合について、100分の14
（現行100分の13）とする。

５　実施時期
　　　　平成22年４月１日

10
春
闘

働
く
ル
ー
ル
の
確
立
、貧
困
と
格
差
の
解
消
に
む
け

地
域
か
ら
元
気
に
行
動
を
す
す
め
よ
う


